
 

佐久市医療機関等物価高騰対策事業交付金交付要領 

 

令和８年３月27日決裁 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、佐久市内の病院、医科診療所（有床・無床）、歯科診

療所、助産所、薬局、施術所（柔道整復、あん摩マッサージ指圧、はり、

きゅう）及び歯科技工所（以下「医療機関等」という。）が物価高騰の影

響を受けながらも安定的なサービス提供を継続できるよう、佐久市医療機

関等物価高騰対策事業交付金（以下「交付金」という。）を予算の範囲内

で交付することについて、佐久市補助金等交付規則（平成17年佐久市規則

第40号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （交付対象者） 

第２条 交付対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

（１）光熱費、食材費について原油価格等の高騰の影響を受けているもの。 

（２）申請日時点で休止中でなく、また、休止又は廃止の予定がないもの。 

（３）令和７年12月１日時点で、病院、医科診療所（有床・無床）及び歯科

診療所においては保険医療機関であるもの、助産所においては開設の届

出を出している又は開設の許可を受けているもの、薬局においては保険

薬局であるもの、施術所（柔道整復、あん摩マッサージ指圧、はり、き

ゅう）においては開設の届出をしており、かつ、受領委任取扱い施設の

指定を受けているもの、歯科技工所においては開設の届出をしているも

の。 

（４）長野県の社会福祉施設等価格高騰対策支援金支給要綱（令和８年３月

17日７健福政第248号）に基づく交付の決定を受けているもの。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象外 

とする。 

（１）国及び地方公共団体の設置する医療機関等である者 

（２）市税等の滞納がある者 

（３）佐久市暴力団排除条例（平成24年３月28日佐久市条例第１号）に規定

する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者 

（４）その他市長が適当でないと認める者 

３ 前２項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた者には交付金の交

付を行うことができる。 

 （交付金の交付回数） 

第３条 交付金の交付は、１医療機関等につき１回に限る。 



 

 （交付金額） 

第４条 交付金額は、下表に定めるとおりとする。 

  ただし、施術所（柔道整復、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう）に

ついては、一つの施設等において、柔道整復師法（昭和45年法律第19号）

に基づく柔道整復又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関

する法律（昭和22年法律第217号）に基づくあん摩マッサージ指圧、はり、

きゅうの複数を開設している場合は、開設している業務の種類・該当数に

かかわらず、１施設等あたりの基準単価は20千円とする。 

区分 
交付金額（１施設あたり） 

基準単価 加算額 

医療機関 

病院 

医科診療所（有床） 
100千円 

20千円×許可病床数（令

和７年12月１日時点） 

医科診療所（無床） 

歯科診療所 
60千円 ― 

助産所 60千円 ― 

薬局 60千円 ― 

施術所（柔道整復） 20千円 ― 

施術所（あん摩マッサージ指圧、

はり、きゅう） 
20千円 ― 

歯科技工所 20千円 ― 

 （交付の申請） 

第５条 医療機関等は、交付金の交付を受けようとするときは、佐久市医療

機関等物価高騰対策事業交付金申請書兼請求書（様式第１号）に関係書類

を添えて、市長に提出しなければならない。 

 （交付の決定及び確定） 

第６条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、

当該申請に係る交付金の交付を決定及び確定（以下「交付決定」とい

う。）したときは、佐久市医療機関等物価高騰対策事業交付金交付決定通

知書兼確定通知書（様式第２号）により当該申請者に通知するものとする。 

 （交付決定の取消し等） 

第７条 市長は、交付決定後、交付要件に該当しない事実や不正等が発覚し



 

た場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

２ 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取

消しに係る部分に関し、既に交付金が交付されているときは、期限を定め

てその返還を求めることができる。 

 （その他） 

第８条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、令和８年４月１日から施行する。 

（この要領の失効） 

２ この要領は、令和９年３月31日限り、その効力を失う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


